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＜当面の日程 2018＞ 

第3回都立病院独法化学習会 

    ４/25（水）18：30～ 

「改革プランと経営委報告の虚実を検証す

る～経営形態と財務諸表を中心として～」 

会場：文京シビックセンター4階ホール 

     講師：太田 正先生 

     作新学院大学名誉教授 

 現在都議会に提出されている迷惑防止条例改正案

は、「憲法が保障する市民の言論・表現の自由、知

る権利、報道の自由、労働組合の団体交渉権などを

侵害する上に、市民運動、労働運動、報道活動に対

し警察権力の介入を容易にする道を開こうとする」

（宇都宮けんじ公式サイトより）大変危険なもので

す。SNSなどで反対の声を広げよう！ 

 都立病院の充実を求める連絡会

が、都立病院独法化反対署名

4110筆を都議会へ提出しまし

た。連絡会は6月までに3万筆を

目標に署名運動を行っています。

まだ署名をしていない方は、ぜひ

署名をしてください。 

言論の自由を奪う 

迷惑防止条例改正案は廃案に！ 

超過勤務を過少申告させることは犯罪行為！ 

 超過勤務を少なく申請させることは犯罪行為で

す。左は部下の超過勤務を少なく申請させた課長が

懲戒処分を受けたことを報じる27日付朝日新聞朝刊

です。この課長は超勤予算が確保できないから過少

申告させたそうです。実際に行った超過勤務に対し

て「本当に必要だったの」「なぜそんな時間がか

かったの」と過少申告させること、職員が過少申告

をしているのを知りながら、あるいは申告できない

でいることを知りながら、それを放置することも同

様の犯罪行為です。また、前超勤を行っていること

を知りながら、「どこまで認めるのか分からない」

などというのも同様です。 

都議会内会議室で独法化反対集会   
 27日都議会内会議室で、第2回

都立病院独法化を都議と考える学

習講演会が都立病院の充実を求め

る連絡会の主催で行われました。

安達智則都留文科大学非常勤講師

が「都立病院経営委員会の虚言

（ウソ）を暴く」というテーマで

講演しました。 

 反対署名を1次分を都議会に提出 


